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留学斡旋
あっせん

業者の利用について 
ここでは留学手続き代行・留学先斡旋・滞在中のサポート等を行う業者を、営利・非営利に関わらず「留学斡旋業者(業者)」と呼んでいます。 

 
１．留学準備・手続きは自分で進めることが基本です 

２．留学斡旋業者を利用するということ 

３．留学斡旋業者を利用する場合に気をつけること 

４．業者選びのチェック・ポイント 

５．トラブルにつながりやすい例 

６．トラブルになったら 

    協力・参考資料 

 

１．留学準備・手続きは自分で進めることが基本です 

日本学生支援機構では、以下の理由から、自分自身で留学のための手続きを行うことをお勧めしており、そのた

めに必要な情報を機構のホームページ等を通じて提供しています。 

 

  【自分で留学手続きを行うことを勧める理由】 

●海外で勉強するためには何より自主性が不可欠です。 

●留学の方法（国、学校の種類、課程、留学時期など）には幅広い選択肢がありま

す。自分の将来の目標と現在の状況を照らし合わせ、これらの中から最適な方法を

自分自身で自由に選ぶことができます。 

●手続きを自分で進める過程で以下のようなメリットが得られます。 

  ＊自分のペースで情報収集と手続きを進めることで、自分の目標・留学に対する考えが明確になる。 

    また、目標が当初と変わった場合、それに適した方法（留学方法の変更、日本での進学など）を選び直しや

すい。 

  ＊語学力の向上に役立つほか、現地の教育制度や文化への理解が深まる。留学生活にスムーズに移行するため

の「慣らし運転期間」になる。 

  ＊自分で判断し、行動する力が身につく。 

＊留学までの経緯を自分で把握しているので、留学後に学校などと見解の食い違いが起こったときに自分の立

場を主張できる。  

    特に、授業料や滞在費等の経費を直接支払っていれば金銭上のトラブルを避けられる。 

 

２．留学斡旋業者を利用するということ 

  もっとも、自分で情報収集や手続きをする時間がとれない、出願書類を添削してほしい、十分な語学力がない（注

１）、希望する留学開始時期まで時間がない、などの理由で手続きの代行を留学斡旋業者に依頼する人もいるでしょ

う。 

 しかし、｢留学斡旋」と呼ばれるサービスの種類は多岐にわたる上、これらのサービス全

体を包括的に規制する法律等はなく（注２)、留学斡旋業者には国や自治体の許可や登録

は必要ありません。従って、その良し悪しを法制度の面から見分けることはできません。 

    また、全国の消費生活情報ネットワーク・システムには「留学等斡旋サービス」に関

する相談が毎年400～600件程度寄せられています（大手業者の破綻に関する相談件数を

除く）。 

なお、このような事情に対する動きとして、2011年11月、一般社団法人「留学サービス審査機構」（英名略称：J-CROSS 

http://www.jcross.or.jp）が設立され、留学斡旋業者に対して新たな認証制度を開始することになりました。認証

された事業者は、同機構のホームページ上に名称等が記載され、同機構が作成した独自のマークをパンフレット等に
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使用することが認められます。ただし、これはあくまで事業者に対する認証制度で、個々の留学プログラムの内容を

保証するものではありません。 

 斡旋業者を利用する場合は以下を参考に、賢い消費者の目で、自分自身の責任と判断により、自分の目的に合った

業者・プログラムを選んでください。 

 

  注１）日本語のホームページやメールで情報提供をしている学校（主に語学学校）もあり、語学力が不足していても

自分で留学手続きが可能な場合もあります。 

 注２）「留学斡旋業」には、業者自らが企画・実行するプログラムに参加者を募集するツアー形式（いわゆるパック旅行）、

留学手続きの全部の代行、一部（学校選択・出願手続きだけ、ビザ取得だけなど）の代行などがあります。 

いわゆる「旅行業」に該当するサービス（語学研修ツアーなどを自ら企画して参加者を募集する場合や、航空券等の

販売や宿泊先の手配を行う場合）を実施する場合は、「旅行業法」による規制を受け、国土交通大臣の行う登録を受

けなくてはなりませんが、これはあくまでも「旅行業」への規制であり、留学取扱業務に対する規制にはなりません。 

 

３．留学斡旋業者を利用する場合に気をつけること 
 

（１）現地の教育制度や準備・手続きなど、留学についての知識を自分でも身につける。 

（２）自分が何のために、どんな留学をしたいのかを明確にする。 

（３）直接、情報の発信元から最新で正確な情報を得る。 

（学校の情報は留学先の学校の公式ホームページから。出願や授業料の支払い等、手続きの進み具合が心配なときは、自分

で直接学校へメールを送って確認しても良いでしょう。ビザについては大使館領事部か領事館で。） 

（４）自分でできることや留学先の学校が提供するサポートサービスの内容を把握し、業者に依頼するサポートの範囲を明

確にする。 

（５）業者の知名度や支払い金額だけで判断せず、料金の明細やサービスの内容で選ぶ。 

（６）業者は万能ではないことを認識する。 

（学校は、個々の留学希望者の学力等の条件を審査した上で入学許可を決定しますし、ビザの発給も各国政府が定めた財政

能力等の要件を本人が満たしている場合に限られますので、業者に代行を依頼しても許可が下りない場合もあります。） 

（７）電話やメールでのやりとりだけで済ませず、可能な限り業者を訪問して担当者から直接話を聞く。 

（８）複数の業者を時間をかけて比較検討し、疑問点をすべて解決し、契約書（約款）の内容を完全に理解したうえで契約

する。 

 

上記（１）～（３）については、当機構の「海外留学情報ページ  http://www.jasso.go.jp/study_a/oversea_info.html 」

を参考にしてください。当機構では、ホームページ・留学説明会にて留学の基礎知識をお伝えしています。 

 

４．業者選びのチェック・ポイント 

  以下の項目の多くは、情報公開または開示が法的に義務付けられているわけではありませんが、業者を選ぶ上で重

要なポイントとなります。 

  業者の説明にこれらの情報が含まれていない場合は、こちらから問い合わせてみましょう。その際の対応姿勢も、

業者選択の判断材料の一つになります。  

  
（１）派遣実績・情報公開度 

・所在地、代表者の氏名、組織の概要（「非営利」「公的機関」「認証」等とうたわれている場合はその根拠を確認） 

・財務状況の健全性と情報公開 

・業務年数 

・業務実績 

・利用者の留学体験談や卒業後の進路など 

 

（２）情報提供 

・留学先国の留学・教育制度や外国人の入学要件 
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・留学先の学校や滞在先に関する詳しい情報 

・留学先の学校が発行している資料、ウェブサイトの案内 

・出発前・帰国後のオリエンテーションの有無および内容 

・正確な情報提供と質問に対する回答の提供 

・手続きなどの進捗状況を随時報告してくれるかどうか 

 

（３）業者と留学先の学校との関係 

・業者が紹介する学校の選択基準 

・推薦入学制度、提携校制度などをうたっている場合、それを説明する学校発行の公文書 

・自分で直接手続きをした場合と比較して有利または不利な点（経費、出願や入学許可の手続き等） 

・推薦入学制度、提携校制度以外による留学の場合に提供されるサポート 

 

（４）現地の委託業者がある場合、契約先業者との関係 

・現地委託業者に関する情報（所在地、代表者の氏名、組織の概要、業務年数、業務実績） 

・現地委託業者の現地における法的地位（個人、会社、公的団体など）及び登録・認可の有無 

・業者と現地委託業者の関係（別団体／同団体） 

 

（５）現実的な選択を勧めているか 

・留学のよい点だけでなく、困難な点、苦労する点などの説明があるか 

・本人の目的・能力、留学後の進路をも考慮したサービスを勧めているか 

 

（６）契約内容、料金体系、責任の範囲、免責事項 

・代行業務の範囲と責任範囲（業者がどの部分を代行し、どの部分を本人が行うか。複数の業者が関与している場合

は、その中での分担） 

・支払経費に含まれるものと含まれないものの明細 

  ＜手数料、事前の語学研修費、学費（登録料、授業料、設備利用費など）、寮費などの宿泊費、食費、渡航費（航

空運賃、査証〔ビザ〕取得手数料など）、国内移動費、通学費用、保険料など＞ 

・申し込みの取り消し、中途解約、サービス内容の変更、不可抗力によるサー

ビスの中断等に関する規約（解約期限、解約料に関する規約を含む） 

・金額の変更、追加の可能性（追加経費や為替変動による支払い金額の変更） 

・費用の支払い方法（支払い時期、支払い先［業者/受入校/ホームステイ先/大

使館領事部/業者/現地提携業者等］） 

・手数料 

・奨学金制度・割引制度がある場合は、その合否決定時期と契約時期、合格者と不合格者それぞれが支払うべき金額

（手数料、学費等と奨学金の差し引き金額） 

・事故などの問題が発生した場合の責任の所在、問題解決方法 

・以上の契約内容を明記した契約書の作成と利用者への交付 

 

５．トラブルにつながりやすい例 

 

（１）安易に留学や就労体験を勧める 

  現地の社会・法制度、留学・教育制度、生活環境などについて十分な説明を行わず「必要な条件（語学力、学力、

資金力など）がそろっていなくても、簡単に留学できる」「どんなに準備不足でも、現地へ渡航したあと努力すれ

ば対応できる」といった説明を行う場合。このような場合、渡航後に「こんなはずではなかった」というトラブル

が起こりがちです。 
 

＊「語学力がなくても大学へ留学できる」という説明の問題点： 

  大学からの入学許可（あるいは入学内定通知）の時点ではTOEFL等の成績提示を求められない場合もありますが、
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学位課程入学の時点では必要な水準に達している必要があります（条件付入学）。 

  留学しても、入学に必要な語学テストの点数が取れないと、語学の習得だけに年数を費やし、大学には入学でき

ないことになりかねません。 
 

＊「現地で資金を稼ぎながら勉強できる」という説明の問題点： 

  留学生のアルバイトは法律で制限または禁止している国が多く、求人も多くはなく、得られる収入はわずかです。 

  ワーキングホリデービザを取得する場合は、法律上の就労制限は少ないものの、求人状況

が良いとは言えないのは同様です。 

  インターンシップの場合も、当初の説明と違う種類のビザを申請され予定通り働けない、

仕事が見つからない、報酬が低い、希望していた業務内容と違う（キャリアアップには役立

たない単純な事務作業であった、費用を払って無給の就労体験をさせられたなど）、といっ

た事例があります。 

  留学希望国の大使館または領事館のサイトなどで、ビザの種類と労働規定について必ず確認してください。 

  また、渡航後にお金に困ることのないよう、滞在中に必要な経費を算出し、最低限必要な資金は用意していきま
しょう。 
 

（２）申込・契約を急がせる 

    全国の消費生活センターと国民生活センターに2009年度に寄せられた「留学等斡旋

サービス」に関する相談のうち多いのが「契約・解約」に関する相談（契約書が交付

されない、解約・返金を申し出たら解約料を請求された、など）でした。 

  現在、留学斡旋サービスの場合、業者がクーリングオフの規定を自主的に設け、契

約書に明記している場合を除いて、基本的にはクーリングオフが適用されません。 

（2012年より、一般社団法人「留学サービス審査機構」が認証する留学斡旋業者につい

ては、一定期間内のクーリングオフや、出発日の90日前までは消費者に学費等（ビザ

発行等の対価を除く）の支払いを請求しないこと等、所定のルールを遵守することが

求められることになっています。詳しくは同機構のホームページ http://www.jcross.or.jp をご覧下さい）。 

   したがって、「とりあえず申込書を出してから／契約してから考える」ことは避け、契約内容を十分に確認して、

納得したうえで契約してください。また巻末の参考資料を参照の上、「おかしい」と思った場合は、消費者センタ

ー等へ早めにお問い合わせ下さい。 

    旅行会社と契約する「旅行契約」はお金を払わないと契約が成立しないのが原則ですが、それ以外の場合は、申

込書にサインするだけで契約が成立します。「とりあえず名前を」と催促されても、焦るのは禁物です。 

 

（３）「留学で日本での就職が有利になる資格を取得できる」「留学終了後、現地で就職できる」という

ような誇大な宣伝を行う 

   最近は、国内での就職難や雇用不安があるためか、海外での資格取得により日本でのキャリアアップを目指す人

が増えているようです。 

    せっかく取得した資格を役立てるために、その資格をどのような団体が認定しているか、現地においてどのよう

に評価されているか、また、日本でどれだけ評価されているか、日本の資格・免許への読み替えが可能か、実際に

就職に有利なのかを事前に十分調べてください。 

 （たとえば外国の医科・歯科大学卒業の経歴または外国で取得した医師・歯科医

師免許の日本での認定については、厚生労働省のウェブサイト「医師・歯科医師国

家試験受験資格について」を参照してください。） 

  http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1005-1.html 
  また、現地での就職には就労許可が必要で、許可については当該国の移民局等が
判断するため、資格があっても働けるとは限りません。注意しましょう。 
 

（４）現地でのサポート体制の説明に虚偽がある 

   現地でのサポートを業者が直接行わず、現地の団体やローカルスタッフに委託し

ている場合など、サービスの範囲や責任の所在が不明瞭になる場合もあるようです。 

    委託せずとも留学先の学校が独自に行うサポートサービスを利用できる場合もありますので、契約前に業者のサ
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ポートサービスの内容を業者側と文書でよく確認し、必要なサービスのみに加入してください。 

 

（５）留学費用に関して不明瞭さや虚偽がある 

  「経費の明細が示されていない」「項目の意味が分かりにくい」などの疑問を持ったら必ず質問し、納得のいく回

答を得ましょう。 

 

６．トラブルになったら 

（１）契約上のトラブル 

  業者との間にトラブルが発生した場合、まずは業者と直接話し合い、解決する努力をしましょう。 

  消費者契約法には、不当に高額な解約金条項を無効とするなど消費者保護のための

規定が定められています。 

  このような法律の定めを参考にし、居住地域にある自治体の消費生活センター

（以下、「消費生活センター等」といいます）などにアドバイスを求めながら、業者

と交渉していくことになります。また、当該業者が業界団体に加盟していたり、何ら

かの団体の認証を受けていたりする場合は、その団体に連絡し、対応を求めることも

できます。 

  円滑に交渉を進めるためにも、業者とのやりとりの記録（契約書、領収書、

E-mail/FAXの写し、電話や面談の場合は話した日時・相手の名前・話の内容を相手に

確認しながらまとめたメモなど）を残しておきましょう。 

  しかし、話し合いで解決しない場合は、時間、費用、精神的な負担を覚悟のうえ、自分自身でまたは弁護士に相談

して、民事訴訟を起こすしかないのが現状です。 

  このようなことにならないためにも、契約の際には、業者が提供するサービスを十分確認し、内容をしっかり把握

することが大切です。 

 

（２）経営破たんによるトラブル 

契約した業者が経営破たんを起こし倒産するトラブルもあります。 

数店舗の支社をいちどに閉鎖したり、担当者と連絡がとりづらくなったり、業者から支払われているはずの授業料

や住居費を学校や宿舎等から直接請求されるなどの動きがあったときは、早めに業者に事実確認するとともに、消費

生活センター等に相談しましょう。 

実際に経営破たんが起きてしまったときは、まず自分の状況を冷静に確認し、契約内容や証拠書類を再確認しまし

ょう。そして消費生活センター等に相談し、アドバイスを受けてください。 

破産の場合は債権者説明会や裁判所からの文書等により状況が説明されますので、内容をよく確認し、必要な手続

きをとるようにしてください。 

業者が学費を留学生から預かって支払を代行している場合、その学費を学校に支払わずに運転資金として流用して

いる例が多いようです。このような場合、学費不払いで入学許可が取り消しになることや、すでに留学中の場合は滞

納で除籍になったりして留学が続けられなくなることもあります。 

また、ホームステイ代金や寮費の支払を委託している場合も、同様に流用されること

があります。 

すぐに学校担当者に直接相談し、自分の授業料や必要経費が業者から支払われている

かを確認しましょう。 

支払が滞っている場合は、どの時点までの支払が済んでいるのか、学則によりいつま

での在学が認められるのか、住居を確保するためにはいつまでに支払が必要なのか等を

きちんと確認しましょう。 

 

業者が破綻すると、預けたお金が戻ってくる例は少ないのが実情です。 

家族などともよく相談し、今後の方針や進路を冷静かつ適切に決めましょう。 

なお、業者を利用せずに留学を続ける場合、他の業者に変更して留学を続ける場合などは、学校や公的機関に相談
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し、適切な選択をするようにしてください。当事者は動揺している可能性が高いので、焦って新たな契約をしないよ

う、この手引きを最初から読み直し、第三者（公的団体等）のアドバイスを受け、落ち着いて対処するようにしてく

ださい。 

 

 

＜協力＞東京都消費生活総合センター             
＜参考資料＞ 
一般社団法人留学サービス審査機構「留学サービス事業者に対する新たな認証制度を開始します！」2011年11月25 
日 
http://www.jcross.or.jp/ 
消費者庁ニュースリリース「留学等あっせんサービスをめぐるトラブルと消費者へのアドバイス」2010年7月15日 
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100715adjustments_1.pdf（PDFファイルにリンクします。） 
（上記ニュースリリースの「4．相談窓口」に記載されている（独）日本学生支援機構留学情報センターは、2011年3月31日で相 
談業務を終了し、インターネットとイベントによる情報提供を行っています） 

独立行政法人国民生活センター「増加する『留学等斡旋サービス』トラブル」2005年5月10日    
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20050510_2.html 
東京都消費生活総合センター消費生活相談FAQ 基礎知識クーリング・オフ 
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html 
東京都消費生活総合センター「今月の話題：自分のために自分で調べて選ぶ！あなたの海外生活を成功させるために」 

(東京くらしネット2008年４月号) 
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kurashi/0804/wadai.html 
東京都消費生活総合センター「相談の窓口から：海外で語学を学びながら仕事もで

きるというインターンシップが話題。希望の仕事と違う場合も･･」(東京くらしネッ

ト2008年４月号) 
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kurashi/0804/soudan.html 
長崎県消費生活センターながさき消費生活館 相談事例集「就職を約束された！海

外研修！！」 
http://www.pref.nagasaki.jp/cgi-local/shouhi/case/index.cgi?mode=view&no=23 
公正取引委員会「短期の語学留学等の表示に関する実態調査について」(平成18年12
月19日) 
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.december/06121901.html 
社団法人日本旅行業協会「旅のＱ＆Ａ」  
http://www.jata-net.or.jp/ciel/ 
留学・語学研修等協議会「留学・語学研修等取扱ガイドライン」（平成19年5月14日改正） 
http://www.jata-net.or.jp/travel/info/qa/sodan_index.html 
帝国データバンク「危ない会社のチェックリスト」 
http://www.tdb.co.jp/knowledge/yoshin/13.html 
法務省「商業・法人登記Ｑ＆A」の「インターネットで登記事項を確認する方法がありますか？」。 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#06 

（2011年12月改訂：禁無断転載） 

独立行政法人 日本学生支援機構 留学生事業部 企画調査室 

http://www.jasso.go.jp/study_a/oversea_info.html 

 
 
 
 


